
障害者作業手順書
を作成してみませんか？

◎

■障害者作業手順書作成については、県内の障害者
就業・生活支援センターが窓口となっています。（連絡
先等は裏面をご覧ください。）

■雇用事業所は、上記の要件をすべて満たして
いる必要があります。
■手順書作成支援は、１０万円を上限とします。
■手順書作成は申込から概ね１か月以内に作成
することとなっています。

障害者を雇用している事業
所、これから障害者の雇用
をお考えの事業所の皆様へ

◆県では、企業の障害者雇用にあたり、既に雇用している又はこれ

から雇用しようとする障害者について、作業手順を視覚化し、作業

の支援となるようなわかりやすいマニュアルの作成支援を行ってい

ます。（上限１０万円）

雇用事業所の要件

◎県内に所在する事業所

◎雇用保険の適用事業所

◎障害者雇用に理解があ
り、積極的に雇用に取り組
もうとしていること

県

障害者就業・生活
支援センター

③決定

④作業手順書、終了届、請求書の提出

手順書作成の流れ

実際に
作成した
手順書例

⑤委託料支払（１０万円上限）

①申込
②要件確認の
うえ、提出

留意点

看護補助作業、調理補助作業、清掃作業、介護
補助作業、食器洗浄・食事盛付作業など、多岐
にわたっています。

これまで作成した手順書
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